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令和年月日 火曜日 第号官 報
定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
三
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
日

札
幌
市
中
央
区
北
三
条
東
五
丁
目
五
番
地
九
一

株
式
会
社
ア
イ
ワ
ー
ド

代
表
取
締
役

奥
山

敏
康

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
三
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
日

東
京
都
杉
並
区
堀
ノ
内
二
丁
目
五
番
二
九
号

株
式
会
社
ホ
ン
ゴ
ウ
リ
ミ
テ
ド

代
表
取
締
役

高
橋

和
靖

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
二
十
六
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
日

神
奈
川
県
相
模
原
市
緑
区
西
橋
本
五
丁
目
八
番
二

八
号

オ
リ
オ
ン
機
械
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
村

允
雄

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
日

静
岡
県
浜
松
市
中
央
区
植
松
町
一
四
六
七
番
地
の
五

株
式
会
社
前
島
電
気
工
業
社

代
表
取
締
役

前
嶋

純

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
日

愛
知
県
清
須
市
西
枇
杷
島
町
泉
五
七
番
地

東
海
理
化
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

井
上

直
彦

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
日

愛
知
県
豊
田
市
上
丘
町
中
ノ
坪
二
〇
番
地

理
化
ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役

井
上

直
彦

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
日

愛
知
県
豊
川
市
赤
坂
町
平
山
一
番
地

理
化
ク
リ
ー
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

井
上

直
彦

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
第
二
十
八
期
定
時
株
主
総
会
に
お
い
て
承
認

可
決
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
令
和
七
年
七
月
一
日

付
で
株
券
を
発
行
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
日

大
阪
府
八
尾
市
旭
ケ
丘
一
丁
目
一
〇
八
番
地
二

エ
ス
テ
ィ
ー
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

松
本

裕
忠

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
三
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
事
に
致
し
ま
し
た
の
で

公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
日

山
口
県
下
関
市
長
府
扇
町
四
番
二
九
号

株
式
会
社
い
し
か
わ
山
口

代
表
取
締
役

三
上

良
雄

株
式
移
転
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
Ｔ
ｒ
ｕ
ｓ
ｔ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

（
住
所
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
箱
崎
町
一
番
二
号
）
を
完

全
親
会
社
と
す
る
株
式
移
転
を
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
箱
崎
町
一
番
二
号

Ｔ
ｒ
ｕ
ｓ
ｔ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岡
田

拓
郎

合
併
に
つ
き
株
券
等
提
出
公
告

当
社
は
、
Ｌ
Ｌ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
と
合
併

し
て
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
株

券
を
所
有
す
る
方
は
、
株
券
提
出
日
で
あ
る
令
和
七
年
七

月
十
一
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
六
月
十
日

東
京
都
港
区
浜
松
町
二
丁
目
四
番
一
号

Ｌ
Ｌ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
２
株
式
会
社

代
表
取
締
役

三
宅

誠
一

合
併
に
つ
き
株
券
等
提
出
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
坂
本
と
合
併
し
て
解
散
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、当
社
の
株
券
を
所
有
す
る
方
は
、

株
券
提
出
日
で
あ
る
令
和
七
年
八
月
一
日
ま
で
に
当
社
に

ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
六
月
十
日

熊
本
市
西
区
八
島
町
七
二
六
番
地
六

株
式
会
社
マ
ル
タ
カ
物
流

代
表
取
締
役

桑
田

朋
之

提
出
不
能
株
券
に
関
す
る
異
議
申
述
公
告

当
社
（
旧
商
号
：
株
式
会
社
伍
福
星
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
は
、
令
和
七
年
一
月
六
日
を
効
力
発
生
日
と
し
て
、
当
社
を

株
式
移
転
完
全
子
会
社
、Ｃ
Ｎ
株
式
会
社
を
株
式
移
転
設
立
完
全
親
会
社
と
す
る
株
式
移
転
を
実
施
い
た
し
ま
し
た
が
、

本
株
式
移
転
に
際
し
、
株
式
の
割
当
交
付
の
た
め
当
社
株
券
の
提
出
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
後
記
の
株
主
か
ら
株
券
を
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
申
し
出
が
あ
り
ま
し
た
。
よ
っ
て
、
Ｃ
Ｎ
株
式
会
社
か
ら
こ
れ
ら
の
株
主
に
対
し
て
株

券
と
引
換
え
な
し
に
Ｃ
Ｎ
株
式
会
社
の
株
式
を
交
付
す
る
こ
と
に
異
議
の
あ
る
利
害
関
係
人
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日

か
ら
三
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
ま
す
よ
う
、
会
社
法
第
二
二
〇
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
い
た
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
日

東
京
都
渋
谷
区
桜
丘
町
二
六
番
一
号

Ｇ
Ｍ
Ｏ
ク
リ
エ
イ
タ
ー
ズ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社

代
表
取
締
役

五
十
島
啓
人

記

名
義
人

名
義
人
住
所

株
式
の
種
類

株
式
数

Ｇ
Ｍ
Ｏ
ペ
パ
ボ
株
式
会
社

東
京
都
渋
谷
区
桜
丘
町
二
六
番
一
号

普
通
株
式

二
千
九
百
三
十
五

Ｇ
Ｍ
Ｏ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
株

東
京
都
渋
谷
区
桜
丘
町
二
六
番
一
号

普
通
株
式

五
百
六
十
六

式
会
社

株
式
会
社
ア
ク
シ
ス
・
ワ
ン

福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
北
区
紺
屋
町

普
通
株
式

三
十
二

四

六
北
九
州
第
一
ビ
ル
六
階

六

〇
二
号

カ
ネ
ダ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
二
丁
目
九

普
通
株
式

二
十

株
式
会
社

番
八

一
一
〇
一
号

債
権
申
出
の
公
告
（
第
三
回
）

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
九
日
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認

に
よ
り
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
を
終
了
し
た
の
で
、

当
社
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
に
係
る
債
権
を
有
す
る

者
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
六
月
六
日
）
の

翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内

に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
日

茨
城
県
久
慈
郡
大
子
町
大
字
小
生
瀬
四
〇
五
三
番
地

の
二

株
式
会
社
大
藤
組

規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
清
算
人

小
林
喜
美
子

令
和
七
年
四
月
一
日
（
号
外
第
七
十
三
号
）
財
務
省
告

示
第
九
十
六
号
（
個
人
向
け
国
債
の
発
行
等
に
関
す
る
省

令
第
四
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
中
途
換
金
に
係
る

個
人
向
け
国
債
の
買
入
消
却
に
関
す
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

目
次
及
び
本
文
に
お
い
て
、
法
規
的
告
示
欄
か
ら
そ
の

他
告
示
欄
に
移
動
す
る
。
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